
事業場内最低賃金の引上げ時期の考え方

R5.10.15以降に賃金を5％以上引き上げた場合

1,000円

R5.10.1

1,050円

R5.11.1

5％UP

R6.10.15以降に段階的に賃金を５％以上引き上げた場合

1,000円

R5.10.1

1,020円

R5.11.1

2％UP

1,050円

R6.1.1

5％UP

R5.10.14以前に賃金を5％以上引き上げた場合

1,000円

R5.9.30

1,050円

R5.10.1

5％UP

R5.10.14以前と比較して賃金を3％以上引き上げた場合

5％UP

1,000円

R6.1.1

1,050円

R6.2.1

例①

例②

いずれかの時点で最低賃金を下回っている場合

920円

R5.4.1

5％UP

例

例

例

要件を満たすケース

要件を満たさないケース

1,000円

R5.8.1

1,020円

R5.9.1

2％UP

1,030円

R5.11.1

3％UP

例

920円

R6.10.17

966円

R5.11.110月17日時点で、佐賀県の最低賃金
（956円）を下回っているため対象外
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